別表１ 修景助成事業 助成金交付申請提出書類一覧表
	交付申請
	メニュー別必要書類

	綴順
	書類･資料
	様式
	内容･要点
	作成
	歴史的
一般
重点区域
	工作
物等
	自販機
	星空
	重要建
造物

	
	確認票
	様式例-1
	・申請者と修景内容について協議、指導を行った後最終的な申請内容について確認した内容を記す
	市町
	■
	■
	■

	0
	委任状
	様式例-10
	・工務店等が交付申請業務を代行する場合は、申請者の署名又は押印のある委任状を提出すること
	申請者
	●
	●
	●

	1
	助成金交付申請書
	(細則)
様式第1号又は
様式第1号の2
	・修景の内容について、市町担当と十分協議のうえ、記入すること
	申請者
	●
	●
	●

	(1)
	(変更申請のみ)
変更理由書
	任意
	・申請書（様式第1号）の標題に「（変更）」を追加し、変更前後の内容を併記し、変更後の内容については朱書きとする
・変更の箇所、内容、その理由を任意の様式にて記述し添付すること
・その他の添付書類については、変更にかかるもののみ再提出する（変更箇所を明示すること）
	申請者
	●
	●
	●

	2
	助成対象経費
積算表
	様式例-3
	・工事見積書をもとに、市町の指導にしたがって記入すること
※市町は工事見積書を確認し、対象経費積算の指導を行う
	申請者
	●
	●
	●

	3
	工事見積書
	任意
	・工事にあたって作成した見積書（工事全体と助成対象の工種･単価･数量が確認できること）
	申請者
	●
	●
	●

	4
	（届出対象のみ）
条例に基づく届出書
	写し
	・条例による届出書の副本のカガミ。県及び丹波篠山市は自己評価書の写しを含む（条例に基づく届出が必要なもののみ）
	申請者
	●
	●
	●

	5-1
	景観形成基準適合チェックシート
	様式例-2
	・「3　条例に基づく届出書」の自己評価書の写しが添付される場合は不要
・県及び丹波篠山市は、各HPからダウンロードできる該当地区の景観形成地区自己評価書の様式(全体基準及び個別基準がある場合は２種類とも)を「様式例-2」に代えることができる
《上記以外の場合》
・様式例－2に、該当地区の景観形成基準を転記し、本様式に修景前後の基準形成基準の適合状況を○×で記載する
・また修景工事の具体の内容について記載する。
・市町は記載内容の適否を確認し、確認欄に確認結果を○×で記入する
	申請者
	●
（共同施設整備を除く）
	●
	－

	5-2
	共同施設整備計画説明書
	任意
	・地域団体が実施するポケットパーク、ストリートファニチャー、公共サイン等の整備事業の計画説明書
	申請者
	－
	●
(共同)
	－
	－
	－

	5-3
	重要建造物
保存計画書
	任意
	・指定の内容、保全の方針、5-10年程度の修繕･復元等計画（対象部位及び工事費等の概算、スケジュール等）　　※　県の指定書で代替可
	申請者
	－
	－
	●

	6
	景観形成地区等区域図
	任意(A4版)
	・縮尺適宜（景観形成地区等の区域図に建物位置を落とし込んだもの）
	申請者
	●
	－
	－

	7
	付近見取図
	任意(A4版)
	・縮尺1/2500程度のもの（確認申請図書同程度）
	申請者
	●
	－
	●

	8
	配置図
	任意(A4版)
	・縮尺適宜（前面道路との関係、敷地内での建物等の配置状況がわかること）
	申請者
	●
	－
	●

	9-1
	設計図
	任意(A4版)
	・屋根、外壁補修等は図面に代わる写真やスケッチ（いずれも工事範囲・寸法入り）で代替可
・一般図(各平面図、各立面図、屋根伏図に申請対象部分を着色。申請対象が工事の一部の場合は全体工事の範囲も別色で着色)
・修景計画図(修景内容:素材･色･仕上げ等を明記)
	申請者
	●
	－
	●

	9-2
	図面類(星空)
	任意(A4版)
	・県景観条例施行規則別表第2に掲げる図面
	申請者
	－
	●
	－

	10
	現地写真
	様式例-8-1～3
	・申請建物等の（周辺を含む）立地状況がわかる写真
・申請建物等の全景がわかる写真
・申請対象部分の状況がわかる写真
	申請者
	●
	●
	●

	11
	（住民協定地区のみ）
協定運営委員会協議記録
	任意
	・景観形成等協定運営委員会等に届出から協議･承認までの経過と協議内容等の概要
	申請者
	●
	－
	－

	12
	その他
	－
	・センターが必要と認めるもの（必要に応じて指示）
	市町
申請者
	△
	△
	△


凡例：■市町が準備する書類　　●：申請者が準備する書類　　△：該当する場合のみ準備する書類


[bookmark: _Hlk150498342]別表２  修景助成事業 助成対象行為完了報告等提出書類一覧表
	完了報告

	綴順
	書類･資料
	様式
	内容･要点
	作成
	備  考

	
	完了確認票
	様式例-4
	・修景結果及び工事経費の執行についての確認結果を記す
	市町
	工事途中で不正行為が判明した場合は当様式にて報告

	1
	助成対象行為完了報告書
	(細則)
様式第5号
	・完了結果について記入すること
	助成
対象者
	

	2
	対象経費
執行実績表
	様式例-5
	・対象経費の執行実績について記入すること
	助成
対象者
	市町は契約書・領収証により、申請どおり工事が行われ、支払われたこと確認

	3
	現地写真
	様式例-8-1～3
	・修景前後を対比した写真
	助成
対象者
	

	4
	領収書
	任意
	・工事契約、設計契約のそれぞれの契約金額が記載されたもの
	助成
対象者
	

	5
	申請対象建築物等位置図
	任意
	・原則不要
※申請時と変更がある場合のみ添付
	助成
対象者
	

	6
	申請対象建築物等敷地図
	
	
	
	

	7
	実施図面
	
	
	
	

	8
	その他
	－
	・センターが必要と認めるもの（必要に応じて指示）
	市町
助成対象者
	必要に応じて指示

	助成金請求

	1
	請求書
	(細則)
様式第7号
	・振込口座は“申請者”名義の口座とし、通帳記載の内容を正確に記入すること
	助成
対象者
	

	2
	通帳表紙の写し
	任意
	
	助成
対象者
	

	3
	通帳見返し部分の写し
	任意
	
	助成
対象者
	



別表３ 景観アドバイザー派遣申請･完了報告等提出書類一覧表
	派遣申請

	書類･資料
	様式
	内容･要点
	作成

	景観アドバイザー派遣申請書
	(細則)
様式第8号
	・派遣依頼者の意向を把握、確認した上で申請すること
	派遣申請者

	景観形成地区等
区域図
	任意
	《個別派遣の場合》
・縮尺適宜（景観形成地区等区域図に建物位置を落し込んだもの)
《勉強会、景観形成推進活動指導等派遣の場合》
・縮尺適宜（景観形成地区等の区域、地区指定等予定･検討区域）
	派遣申請者

	活動計画
	任意
	《勉強会、景観形成推進活動指導等派遣の場合のみ》
・勉強会等の実施経過及び計画（予定）、景観形成推進活動実施経
過及び計画（予定）、市町･県（県民局）との協議経過等
	派遣申請者

	完了報告

	景観アドバイザー報告書
	(細則)
様式第11号
	・景観アドバイザーが作成し、報告書の内容について派遣依頼者が確認し、両者連名で提出する。
	景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
＋ 派遣依頼者

	その他
	任意
	・派遣依頼者への説明等に使用した資料、活動指導等により派遣依頼者が作成したもの（書類等は現物又はコピー、それ以外は写真）等
	景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
＋派遣依頼者

	助成金請求

	請求書
	(細則)
様式第11-2号
	
	景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

	通帳表紙の写し
	任意
	・振込先口座の記載を確認できるものに代えることも可。
（通常業務で使用している請求書の口座指定部分のコピー等）
	景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

	通帳見返し部分の写し
	任意
	
	景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ



様式例-10

委　任　状

私は、以下の者を代理人と定め、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターに対して行う下記の工事に関する景観形成支援事業修景助成事業の助成交付金申請に必要な手続きについて、その権限を委任します。

（代理人）
住　所　　　　　　：

法人名及び代表者名：
電　話　　　　　　：
電子メール　　　　：

記

建築物等の名称　：
建築物等の所在地：
工事の内容　　　：





令和　年　月　日
（委任者）
住　所　　：

氏　名　　：　　　　　　　　　　　　印
電　話　　：
電子メール：



様式第1号（細則第2条関係）                                       　　　　　     (1/2)
令和   年   月   日

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター
理　　事　　長 　様

（申請者）
住所
氏名
[bookmark: _Hlk130903658]電話
電子ﾒｰﾙ

景観形成支援事業修景助成金交付申請書

下記の修景行為について、景観形成支援事業景観修景助成金の交付を受けたいので、景観支援事業実施細則第2条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

	申請する助成
の種別
（該当する
助成に○）
	１ 歴史的景観形成建築物等修景助成
２ 一般建築物等修景助成
３ 景観形成重点区域修景助成
４ 景観形成重要建造物等修景助成
（建造物・保存樹木）
	・工作物等修景助成
（共同施設・屋外広告物）
・自動販売機修景助成
景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣実施期間：
令和  年   月～令和  年   月
景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ氏名：                 

	景観形成地区等
の名称
	地区名                   　　　　　　ゾーン名                　通り名



	建築物の名称等
	（名称）
	（用途）

	建築物等の
所在地
	

	建築物等の
所有者
	（所有者氏名･住所）

	（申請者との関係）

	景観条例に
基づく届出
	（協議先）

	（届出又は協議日）
令和　年　　月　　日
	（届出の要否）
要　・　不要

	修景の内容
	工事の種別
(該当工事に○)
	・[新築･増築･改築･修繕(模様替)･外構整備・除却]に伴う修景
・共同施設等   ・屋外広告物（新設・改修）  ・自動販売機　　・その他

	
	各部の修景内容
(屋根･外壁･建具･門塀･その他)
	基準
項目
	助成率
	修景内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	通知書の郵送交付希望
（ 有 ・ 無 ）
	※交付決定通知書等は、原則、電子メールで交付します。受信環境等により電子メールで受け取れない方は郵送（文書に押印はありません）しますので、以下にその理由をご記入ください。
（理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





(2/2) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円）
	[bookmark: _Hlk130895945]合計(ｾﾝﾀｰ助成)申請金額
		￥
	
	
	
	
	0
	0
	0




	経 費 区 分 別 助 成 対 象 経 費 （円）
	経費区分
	A
助成対象経費
	B
助成率
	C
（＝A×B）
	D
申請金額
※千円未満切捨て
	摘　要

	
	直接工事費
	
	1/3
	
	
	

	
	
	
	1/4
	
	
	

	
	
	
	1/2
	

	
	

	
	諸経費等
	
	※

	
	
	※助成対象経費が最大の
助成率を記入

	
	小　計
	(           )
	－
	(          )
	
	限度額は330万円（伝統的意匠基準のない場所の限度額は75万円）

	
	設計費
	
	1/3
	
	
	限度額は60万円（伝統的意匠基準のない場所は助成対象外）

	
	中　計
①建築物等
	
	－
	
	
	限度額は330万円（伝統的意匠基準のない場所の限度額は75万円）

	
	②共同施
設整備
	
	1/3
	
	
	限度額は60万円（伝統的基準のない場所及び一般建築物等修景助成は50万円）

	
	③屋外広
告物等
	
	1/4
	
	
	限度額は10万円

	
	④自動販売機
	
	1/4
	
	
	限度額は30万円（伝統的意匠基準のない場所及び一般建築物等は25万円）

	
	①～④合計
	
	－
	
	
	

	
	以下、景観条例制定市町の場合のみ記入 【 ⑥ｾﾝﾀｰ助成＝⑤市町助成≦上記の合計D欄×1/2】

	
	⑤市町助成
	
	
	
	
	

	
	⑥ｾﾝﾀｰ助成
	
	
	
	
	

	全体工事費
	　　　　　　　　　　　　　　円
	契約工事金額を記入

	工事予定期間
	令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日
	


・申請にあたっては市町担当と十分協議を行ってください。
・申請書には実施細則及び市町担当の指示に従い必要な書類を添付してください。
・申請書及び添付書類は市町に提出してください。


（参考）変更申請時様式（細則第4条関係）　　　         　　　           　       (1/2)
令和   年   月   日

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター
理　　事　　長 　様

（申請者）
住所
氏名
電話
電子ﾒｰﾙ

景観形成支援事業修景助成金変更交付申請書

下記の修景行為について、景観形成支援事業景観修景助成金の変更交付を受けたいので、景観形成支援事業実施細則第4条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

（当初交付決定）令和　　年　　月　　日　まち技第　　　号
交付決定番号　令和　　-　　第　　号
	申請する助成
の種別
（該当する
　　助成に○）
	１ 歴史的景観形成建築物等修景助成
２ 一般建築物等修景助成
３ 景観形成重点区域修景助成
４ 景観形成重要建造物等修景助成
（建造物・保存樹木）
	・工作物等修景助成（共同施設・屋外広告物）
・自動販売機修景助成
景観アドバイザー派遣実施期間：
令和   年   月～令和　 年   月
景観アドバイザー氏名：               

	景観形成地区等
の名称
	（地区名）                  　　　　　 （ゾーン名）                  （通り名）



	建築物の名称等
	（名称）
	（用途）

	建築物等の
所在地
	

	修景の内容
	工事の種別
（該当する工事に○）
	・[新築･増築･改築･修繕(模様替)･外構整備・除却]に伴う修景
・共同施設等   ・屋外広告物（新設・改修）  ・自動販売機　　・その他

	
	各部の修景内容
(屋根･外壁･建具･門塀･その他)

	基準
項目
	助成率
	修景内容※変更内容又は変更後内容　　変更理由別記

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(2/2)
単位：円
	合計申請金額
※変更前を上段に（　）書き
		前 ￥
	
	
	
	
	0
	0
	0

	後 ￥
	
	
	
	
	0
	0
	0




	経 費 区 分 別 助 成 対 象 経 費 （円）
	経費区分
	A
助成対象経費
	B
助成率
	C
（＝A×B）
	D
申請金額
※千円未満切捨て
	摘　要

	
	直接工事費
	(           )
	1/3
	(           )
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(           )
	1/4
	(           )
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(           )
	1/2
	(           )
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	諸経費等
	(           )
	※

	(          )
	
	※助成対象経費が最大の
助成率を記入

	
	
	
	
	
	
	

	
	小　計
	(           )
	－
	(          )
	
	限度額は330万円（伝統的意匠基準のない場所の限度額は75万円）

	
	
	
	
	
	
	

	
	設計費
	(           )
	1/3
	(           )
	
	限度額は60万円（伝統的意匠基準のない場所は助成対象外）

	
	
	
	
	
	
	

	
	中　計
①建築物等
	(           )
	－
	(          )
	(          )
	限度額は330万円（伝統的意匠基準のない場所の限度額は75万円）

	
	
	
	
	
	
	

	
	②共同施
設整備
	(           )
	1/3
	(           )
	(           )
	限度額は60万円（伝統的基準のない場所及び一般建築物等修景助成は50万円）

	
	
	
	
	
	
	

	
	③屋外広
告物等
	(           )
	1/4
	(           )
	(           )
	限度額は10万円

	
	
	
	
	
	
	

	
	④自動販売機
	(           )
	1/4
	(           )
	(           )
	限度額は30万円（伝統的意匠基準のない場所及び一般建築物等は25万円）

	
	
	
	
	
	
	

	
	①～④合計
	
	－
	(           )
	(           )
	▲を付して記入

	
	
	
	
	
	
	

	
	以下、景観条例制定市町の場合のみ記入 【 ⑥ｾﾝﾀｰ助成＝⑤市町助成≦上記の合計D欄×1/2】

	
	⑤市町助成
	
	
	
	(           )
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	⑥ｾﾝﾀｰ助成
	
	
	
	(           )
	

	
	
	
	
	
	
	

	全体工事費
	（前　　　　　　　　　　　　　　円）
	契約工事金額を記入

	
	後　　　　　　　　　　　　　　円
	

	工事予定期間
	（令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日）
	

	
	令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日
	


・申請にあたっては市町担当と十分協議を行ってください。
・申請書には実施細則及び市町担当の指示に従い必要な書類を添付してください。
・申請書及び添付書類は市町に提出してください。



景観形成基準適合チェックシート（例：出石町城下町地区）
	項目
	
	建築物
	基準との適合
	市町確認
○ or ×

	
	
	
	修景前
	修景後
	修景内容
	

	一般
基準
	
	・出石町の中心部は、県下でも有数の城下町として発展した地区であり、今なお城下町時代の町割りに沿つて町家形式の家々や社寺、武家屋敷等が建ち並び、これらが周囲の山並みや川と一体となつて歴史性豊かな都市景観を形づくつている。
	
	
	
	

	
	
	・この地区を、伝統的な町家景観の継承を軸として地域の風土、歴史、伝統に根ざしたより魅力的なまち並みにしていくため、当地区内で建築物等を建築、修繕、模様替する際には、まち並み全体との調和に配慮し、城下町らしい落ち着いた風情の醸成を図るものとする。
	
	
	
	

	敷地内における位置
	壁面の
位置
	・通りに面する壁面の位置は、隣接する家屋の壁面に揃える。
	
	
	
	

	
	
	・駐車スペース等を確保するためやむを得ず家屋を後退させる場合は、塀、門の設置等により、まち並みの連続感を損わないように努める。
	
	
	
	

	意匠、材料及び色彩
	屋根及び庇
	・屋根及び庇は、黒又は灰色の和瓦葺とする。やむを得ず他の材料を使用する場合もその色彩は黒又は灰色とする。
	
	
	
	

	
	
	・屋根は勾配屋根とし、その勾配は周囲の家屋と近似したものとする。
	
	
	
	

	
	
	・伝統的町家景観通りに面する家屋においては、平入りの勾配屋根とし、一階には周囲の家屋に近似した高さに庇を設ける。
	
	
	
	

	
	外壁及び建具
	・壁面及び窓、格子等の建具の意匠については、伝統的様式を基本とし、まち並みの連続感を損わないようにする。
	
	
	
	

	
	
	・通りに面する壁の色は、出石のまち並みの基調色である赤土色、鳥の子色、又は白色とし、仕上げ材は周囲のまち並みと調和した落ちついた材質感のものを使用する。
	
	
	
	

	
	
	・伝統的町家景観通りに面する家屋においては、建具の色は茶系統の落ち着いた色とする。
	
	
	
	

	
	建築設備及び屋外階段
	・ダクト、給水塔等の建築設備及び屋外階段等は通りから見えにくいように設置する。
	
	
	
	

	その他の事項
	垣又は柵
	・通りに面して設置する垣又は柵は、板塀、漆喰塀等周囲のまち並みと調和したものとする。
	
	
	
	

	
	掲出物
	・案内板、広告物等の掲出物は、周囲のまち並みと調和した意匠、形状、材料及び色彩となるように努める。
	
	
	
	

	工作物
	
	・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。ただし、他の法令により色彩について許可等を受けて設置するものについては、適用しない。
	
	
	
	



※このシートは、見積業者や設計者に協力してもらうなどして記入してください。

様式例-3
景観形成支援事業修景助成対象経費積算表

[1　建築物等]
	項目
	金       額
	申請
助成率
	摘　要
（助成対象の内容）

	
	全　体
	助成対象経費
	
	

	直 接 工 事 費（円）
	屋根
	2,100,000
	2,100,000
	1/3
	和瓦葺き

	
	外壁
	500,000
	500,000
	1/3
	１階部分　板張り

	
	外壁
	500,000
	500,000
	1/4
	２階部分　漆喰風塗装

	
	建具
	2,000,000
	0
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	①計
	（5,100,000）
	（3,100,000）
	
	※⑦助成対象割合＝
0.6078

	
	
	
	
	
	

	諸 経 費 費 等（円）
	②諸経費
	510,000
	
	
	※諸経費率=②/①（10％）

	
	計
	（5,610,000）
	
	
	

	
	③値引き
	▲10,000
	
	
	値引きは▲を付して記入

	
	改め計
	（5,600,000）
	
	
	

	
	④消費税
	560,000
	
	
	

	
	⑤＝②＋③＋④
	（1,060,000）
	左の金額×⑦を記入
（644,268）
	
	

	合計(＝①＋⑤)
	6,160,000
	3,744,268
	
	


※「⑦助成対象割合＝」及び「諸経費率（　　　）％」の欄は必ず記入してください

【様式第１号の諸経費に適用する助成率の判定】
	申請助成率
	1/3
	1/4
	合計

	直接工事費の
助成対象経費
	2,600,000
	500,000
	3,100,000



※　金額が最大の助成率を様式第１号の諸経費の助成率として採用







 [2　設計費]
※全体工事費に対する助成対象工事費の割合により按分する。
	項目
	金 額
	摘要

	全 体 設 計 費（円）
	⑥設計費
	600,000
	

	
	⑦値引き
	0
	

	
	小計
	（600,000）
	

	
	⑧消費税
	60,000
	【値引き額は▲を付して記入】

	
	⑨合計
	660,000
	

	
	⑩契約予定額
	660,000
	

	⑪助成対象経費合計
	3,744,268
	

	⑫全体工事見積額合計
	6,160,000
	

	⑬按分率
	按分率＝助成対象経費合計⑪/全体工事見積額合計⑫
0,6078
	

	⑭助成対象設計費
	助成対象設計費＝契約予定額⑩*按分率⑬
401,148
	



※共同施設整備･屋外広告物整備･自動販売機の修景についても、上記と同様に対象経費を別表にて整理すること

















様式第5号（細則第6条関係）

令和   年   月   日
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター
理　　事　　長 　様

（申請者）
住所
氏名
電話
電子ﾒｰﾙ


景観形成支援事業修景助成対象行為完了報告書

景観形成支援事業修景助成金の交付にかかる助成対象行為が完了したので、景観形成支援事業実施細則第6条の規定により報告します。

記

	助成の種別
	１ 歴史的景観形成建築物等修景助成
２ 一般建築物等修景助成
３ 景観形成重点区域修景助成
４ 景観形成重要建造物等修景助成
５ 星空景観形成助成
	・工作物等修景助成
・自動販売機修景助成

	景観形成地区等の名称
	

	建築物等の名称
	

	建築物等の
所在地
	

	完了年月日
	令和    年    月    日

	交付決定年月日
	令和    年    月    日

	交付決定番号
	令和    －    第     号

	交付決定額
	

	対象経費実績額(交付決定時)
	
（                          ）


・完了報告にあたっては市町担当の事前に審査を受けてください。
・完了報告書には実施細則及び市町担当の指示に従い必要な書類を添付してください。
・完了報告書及び添付書類は市町に提出してください。




[bookmark: _Hlk195524290]様式例-5
景観形成支援事業修景助成対象経費執行実績表

[1　建築物等]
	項目
	金       額
	申請
助成率
	摘　要
（助成対象の内容）

	
	全　体
《実績／交付決定時》
	助成対象経費
《実績／交付決定時》
	
	

	直 接 工 事 費（円）
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	
	／
	／
	
	

	
	①計
	（　　　　　　　）
	（　　　　　　　）
	
	※⑦助成対象割合＝


	
	
	
	
	
	

	諸 経 費 等（円）
	②諸経費
	
	
	
	※諸経費率②／①＝
（　　％）

	
	計
	（　　　　　　　）
	
	
	

	
	③値引き
	
	
	
	

	
	改め計
	（　　　　　　　）
	
	
	

	
	④消費税
	
	
	
	値引きは▲を付して記入

	
	⑤＝②＋③＋④
	（　　　　　　　）
	左の金額×⑦を記入
（　　　　　　　）
	
	

	合計(＝①＋⑤)
	
	
	
	


※「⑦助成対象割合＝」及び「諸経費率（　　）％」の欄は必ず記入してください




 [2　設計費]
※全体工事費に対する助成対象工事費の割合により按分する。
	項目
	金 額
	摘要

	全 体 設 計 費（円）
	⑥設計費
	
	

	
	⑦値引き
	
	

	
	小計
	
	

	
	⑧消費税
	
	【値引き額は▲を付して記入】

	
	⑨合計
	
	

	
	⑩契約予定額
	
	

	⑪助成対象経費合計
	
	

	⑫全体工事見積額合計
	
	

	⑬按分率
	按分率＝助成対象経費合計⑪/全体工事見積額合計⑫

	

	⑭助成対象設計費
	助成対象設計費＝契約予定額⑩*按分率⑬

	



※共同施設整備･屋外広告物整備･自動販売機修景についても、上記と同様に対象経費を、別表にて整理すること


様式例-8-1　　　（注）撮影位置①の番号は配置図に記載の撮影位置を示す。
	
	撮影位置①　撮影対象：

	










Ａ

申請建物等の
周辺を
含む立地状況がわかる写真
	修景前

	
	

	
	修景後

	
	




	
	修景前

	










Ｂ

申請建物の全景がわかる写真
	撮影位置②　撮影対象：

	
	

	
	修景後

	
	


様式例-8-2　　　（注）撮影位置②の番号は配置図記載の撮影位置を示す


様式例-8-3　　　（注）③、④・・・の番号は配置図記載の撮影位置を示す
	
	修景前
	修景後

	










Ｃ

助成対象箇所の状況がわかる写真
	撮影位置③　撮影対象：

	
	








	

	
	撮影位置④　撮影対象：

	
	








	

	
	撮影位置⑤　撮影対象：

	
	








	

	
	撮影位置⑥　撮影対象：

	
	








	




様式例-9　　　　　　　　　　　　　　　　　　軽微な変更協議書
	協議者（申請者との関係）
	（　　　　）
	協議・報告日
	令和　　年　　月　　日

	建築物等の名称
	
	交付決定番号
	令和　　－　　第　　号

	

	助成対象経費
	（当初申請）
　　　　　　　　　　円
	（変更後：見込み／確定）
　　　　　　　　　　円
	（増減額）
　　　　　　　　　円

	助成申請額
	（①当初申請）
　　　　　　　　　　円
	（②変更後：見込み／確定）
　　　　　　　　　　円
	（③増減額）
　　　　　　　　　円

	景観条例の
変更届
	（協議先）

	（変更届出又は変更協議日）
令和　　年　　月　　日
	（変更届けの要否）
要　　・　　不要

	変更の内容
	（箇条書きで記入）


	添付書類
	□変更後の様式第１号　　　□変更後の様式例－３　　　□変更後の工事見積書
□変更前後の図面（変更内容がわかるように変更箇所を朱書きとすること）

	
※　以下、市町記入欄

	[image: ]市町意見（該当する箇所に　　を入れてください）

	（外観への影響が軽微である）
□通り等から見える部分において意匠・色彩・素材に変更がない
□外壁の異なる仕上材の面積比率の変更が20%以内の範囲である
□開口部の位置変更が同一壁面内で１ｍ以内の範囲である
□個々の開口部の面積変更が20%以内の範囲である
	（助成申請額に大きな影響がない）
□助成申請額の増額がない
□助成申請額の減額が10万円以下
□減額割合が20%以下（　　　％）

	
	（その他）
□センター協議が必要と思われる

	当該軽微な変更協議書について、上記のとおり確認しましたので進達します。
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　市・町
※　以下、センター記入欄

	通知欄

	　　　　　　　　　　　様
□軽微な変更と認められるので、変更交付申請は不要です。
※完了報告書（様式第５号）の交付決定額欄に「（○月○日、○○○円で軽微な変更協議済み）」と付記するとともに、この協議書の写し（通知欄に記入のあるもの）を添付してください。
□軽微な変更と認められないので、変更交付申請を提出してください。
令和　　年　　月　　日
（公財）兵庫県まちづくり技術センター



様式第7号（細則第8条関係）

令和   年   月   日

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター
理　　事　　長 　様

（申請者）
住所
氏名
電話
電子ﾒｰﾙ


景観形成支援事業修景助成金請求書

令和   年   月   日付けまち技第   号により額確定通知を受けました修景助成金について、景観形成支援事業実施細則第8条の規定により、下記のとおり請求します。

記

	助成の種別
	１ 歴史的景観形成建築物等修景助成
２ 一般建築物等修景助成
３ 景観形成重点区域修景助成
４ 景観形成重要建造物等修景助成
５ 星空景観形成助成
	
・工作物等修景助成
（共同施設・屋外広告物）
・自動販売機修景助成

	景観形成地区等の名称
	

	建築物等の名称
	

	建築物等の
所在地
	

	請求金額
	

	確 定 額
	

	確定年月日
	令和    年    月    日

	交付決定年月日
	令和    年    月    日

	交付決定番号
	令和    －    第     号



	助成金振込先
	金融機関名
	

	
	支 店 名
	

	
	口座種別
	普 通 ・ 当 座
	口座番号
	

	
	口座名義
	(よみがな) 口座名義全体のよみがなを正確に記入してください。


	
	
	(漢字)

	
添付書類
	・通帳の表紙及び見開きの写し
※　ネットバンキングで通帳のない場合は、銀行名、店番、口座番号、口座名義が表示さ
れているネット画面の写しを添付してください。
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